
1

 

HHようこそ来訪HH

太 田 警 察 署 長 　 　 須 永 　 盛 男 　 様
HHHHHhHh

▪会長挨拶

　皆さん、こんにちは。今日の例会もご参加あ
りがとうございます。
　最初に、９月定例理事会の報告をさせていた
だきます。
　(1) 第４分区Ａ・Ｂ親睦ゴルフ大会（10月25

日(木)、桃里カントリー倶楽部にて。ホス
ト：館林ミレニアムＲＣ）について、クラ
ブ負担金10,000円、会長賞5,000円の拠出で

承認。
　(2) 平成30年度太田市スポーツ振興後援会会

費10,000円を納入することで承認。
　(3) 第５１回諸外国交換ユネスコ児童・生徒作

品展会長賞に援助金8,000円の拠出で承認。
　(4) ニュー大田ＲＣとのグローバル補助金事

業について、当クラブは、国際交流基金か
ら3,000ドルの拠出で承認。

　(5) 太田奨学育英の各高校掲示用ポスターを
200枚30,000円にて制作させてもらうこと
で承認。

　(6) 事務局員の日野原さんより、懐妊により
11月末日を持って職を辞する旨の申出があ
り、至急に後任者をクラブ一丸となって求
めることで承認。
　さて、今日の会長挨拶は、先程の理事会
報告で申し上げましたように、事務局員の
日野原さんが11月末で退職なさいます。つ
きましては、至急に次の方を見つけなけれ
ばなりません。そこで、会長挨拶で広く皆
様にお知らせし、ご協力をお願いできれば
と、申し上げます。
　具体的には、朝10時から４時位までの一
日５時間勤務で、月曜日から金曜日までの
週５日間で、月額給与が名目で12万円から
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13万円でと考えております。どなたかお知
り合いなどで、あの人はどうだろうという
方がいらっしゃいましたら、是非、ご一報
戴ければ本当にありがたいとお願い申し上
げます。どうぞ、よろしくお願いいたしま
す。

　　　　

▪幹事報告
1.  報告事項

（1）先週お配りしました『2018－2019年
度現況報告書』の第１部20ページ目に訂
正箇所がございましたので、訂正したも
のをBOXに入れさせていただきました。
　御手数おかけいたしますが、差し替え
をお願いいたします。

（2）国際ロータリー日本事務局経理室より
10月の国際ロータリーレートのお知らせ
が届きました。
　９月末まで１ドル＝112円でしたが、
引き続き、10月も１ドル＝112円になる
とのことです。

2. 回覧内容
（1）『第４分区Ａ合同事業　台之郷平地林

植樹例会』出欠
3. 他クラブの例会変更

分区内：太田西ＲＣ、館林西ＲＣ
分区外：富岡中央、藤岡、前橋北、富岡、
　　　　桐生西　各ＲＣ

 第４分区Ａ合同事業説明
　　　　

＜板橋　一博 直前幹事＞

　来月、１０月２８日（日）に、第４分区Ａ合
同事業であります台之郷平地林の植樹を行い
ます。これは、前年度の地区補助金の申請に
基づいて本年度実施する５ＲＣの共同の補助
金事業ということで、各クラブとも１０月２８
日（日）に例会を設定しているところでありま
す。当日は、午前９時半に集合していただきま
して、午前中には終わらせようと考えておりま
す。そのために、深澤さんに諸々の段取りを調
整していただいており、後ほど、当日の作業等
について深澤さんからお話していただきます
が、とにかくメンバーが集まらないとこの植樹
事業が成功しませんので、休日ではありますが
どうか多数ご参加いただきますようよろしくお
願いいたします。

＜深澤直久会長ノミニー＞
　楽しい・楽しい植樹祭にしたいと考えており
ます。皆さんにお願いする作業も片手で持てる
ぐらいの苗を掘った穴に入れて水を撒く程度の
凄く簡単に済むように段取りを進めているとこ
ろでございます。人生に何度をない記念に残る
植樹になりますので是非多くの方のご参加をよ
ろしくお願い致します。

《ニコニコ委員会》
○橋本  徹 会長、竹部弘昭 幹事
　　　………

○松本博プログラム委員長
　　　………

○田部井丑松ロータリー財団副委員長
　　　………

太田警察署長　須永盛男様のご
来訪を歓迎いたします。

太田警察署長の須永様には本日
卓話の講師をいただきありがと
うございます。

先週９月２１日に孫が生まれま
した。元気な女の子です。これ
で田部井家の孫が８人になりま
した。ありがとうございます。
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《出席委員会》

 

▪卓　話
・太田警察署長　須永　盛男　様

　皆様こんにちは、只今ご紹介にあずかりまし
た太田警察署長の須永と申します。
　本日は、太田ＲＣの例会にお招きいただき誠
にありがとうございます。皆様方におかれまし
ては、平素から社会奉仕、国際親善にご貢献さ
れ、また、警察要請諸案に亘り深いご理解とご
支援をいただいていることに対しまして本席を
お借りしまして厚く御礼申し上げます。
　本日このような機会をいただきまして、大変
ありがたく存じます。プログラム委員長の松本
様からは、「是非、面白い話を」ということで
言われていたため、一体何を話したら良いのや
らとずっと思案しておりました。話の内容はあ
らかじめ御容赦いただくことといたしまして、
太田市を支える有力者の皆様方とお知り合いに
なれる絶好の機会でありますので、是非私のこ
とを知っていただければと思っております。話
の構成としましては、警察の関係からは若干離
れるかもしれませんが、一つ目が警察官になっ
たきっかけ、それと三度の辞職、二つ目が、あ
る幹部から教えを受けた酒席三則、そしてもし
時間に余裕がありましたら、せっかくの機会で
すので警察署長らしく太田市内の治安情勢につ
いて若干触れたいと思いますのでどうぞお気軽

に聞いて下さい。
　先ず、警察官になったきっかけです。先程ご
紹介いただきましたとおり、出身地はみどり市
大間々町、年齢は５６歳です。桐生市内の高等
学校を卒業した年の昭和５５年４月に群馬県巡
査を拝命し、今年で３８年になりました警察本
部勤務が長く通算で２３年、中でも殺人あるい
は強盗犯等を扱う警察本部捜査第一課の勤務が
長く通算で７年、その他、暴力団犯罪や知能犯
罪等を扱う警察署の刑事二課等を経験しまし
た。
　さて、私が警察官になったきっかけですが、
正直なところあまり大きな声では言えません。
マイクが入って大きいのですが、人前でお話す
るのは今日が初めてでございます。先日９月
１６日に本年度第２回目となります警察官の採
用試験の第１試験が行われました。これに先立
ちまして、太田署では７月中に受験希望者に対
する採用説明会を開いています。参加した高校
生たちに、警察官の志望理由を聞きますと、治
安の維持や安全で安心できる社会をつくる、一
つでも多くの犯罪を減らすため、困っている人
を救うため等ときちんとした目標に加えて、警
察とはどんな組織で具体的にどんな仕事をする
のかといった関心を大きく持っておりました。
一方、高校当時の私はと申しますと、警察官の
仕事に特別な興味があったわけではなく、親戚
あるいは身近なところにも警察官がおりません
でしたので、犯罪捜査あるいは交通取締といっ
た程度の知識しかありませんでした。県警の採
用試験の申し込み期間は高校三年の夏休みで、
当時私はクラブ活動とアルバイトに明け暮れて
いた毎日でした。今は桐生警察署に統合されて
いるのですが、地元大間々警察署の警察官が家
に来まして、両親に採用試験の案内書と申込書
を渡していきました。この時期には、既に卒業
後の進路が決まっている同級生も非常に多かっ
たのですが、私は非常にのんびりしておりまし
て、どっかの専門学校でも行って就職はその後
でもいいやといった程度にしか考えていません
でした。受け取った案内書と申込書も確かめな
いままでした。そうした折、申込の締切間近の

○会員総数

○事前メーク

○本日の出席

○出席率

74 名

23 名

33 名

75.67％

｝56 名
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ことですが、当時私は１週間ほどクラブ活動の
合宿所で寝泊まりしていた時で、母親から電話
がありました。「採用試験の申込書を書いたか
どうか、大間々の警察官から連絡があったよ。
期日が今日までで、もし書いていないなら代筆
でも構わないと言われた。これから受け取りに
来るそうだけど。」という内容でした。私も、
じゃあ試験受けるだけだったらと軽い気持ちで
代筆を頼みまして、受け取りに来た大間々署員
に親が申込書を手渡したというのが始まりでし
た。ですから、当時の申込書がどういった様式
だったのか見ていません。恐らく当時もあった
と思うのですが、現在の申込書には本人自署の
署名欄があります。恐らく両親のどちらかが私
の名前を書いたことになります。こうしたこと
がきっかけで、募集案内に来てくれた警察官か
ら勧められるがままに採用試験に臨んだわけで
すが、二次試験の面接で、志望動機についてど
のように答えたのか今となっては覚えておりま
せん。恐らく何とかそれらしい答えをしたのだ
と思います。余談になりますが、先日警察署の
行事に協力して下さった小学生の皆さんから
「どうして警察官になったの」と署長室で聞か
れたのですが、今お話した本当のことは言えま
せんでした。
　次に三度の辞職ですが、私は３８年間の警察
生活の中で三回群馬県警を辞職しております。
ただ何か悪いことをしたのではなく、何れも職
務命令による出向でございます。職員が他官庁
等へ出向する場合には、その都度、「一身上の
都合により辞職を承認していただきたく上申し
ます」といった警察本部長あての辞職願を書か
なければなりません。一度辞職願の申し出をし
て、それから辞職の承認を受けて、出向先で新
たに採用されることになります。更に出向先か
ら群馬県警に戻る時にも同じ手続きをしますの
で、私が書いた辞職願は合計で６枚にも及んで
います。一回目は平成７年３月、当時前橋警察
署の刑事係長をしている時で、警察庁の指導で
県間の交流人事が始まり、群馬県警では隣の栃
木県警との交流人事を行うことになりました。
交流の取り決めは警部補１名で、その期間は２

年、相互に警察本部の捜査第一課、その中の殺
人強盗等の凶悪事件を担当する強行犯係で一捜
査員として勤務をさせるというもので、第一期
目として群馬県警からは私が栃木県警に、栃木
県警からは現在の足利警察署長の大貫さんが群
馬県警に出向してきました。全く知らない人、
知らない土地での勤務です。栃木特有のイント
ネーションや方言、道路や目標となる建物等、
人・地理を覚えるまでにはかなりの時間を要し
ました。仕事も犯罪捜査でしたので、犯人の取
り調べや被害者からの事情聴取を行うのです
が、話を聞いていても意味が通じなかったり、
また、常に地図を横に置いて場所を確かめたり
と、書類を一つ仕上げるのにも一苦労でした。
特に、海千山千の犯人が相手となります。不慣
れな刑事と見透かされて、犯行現場までに道
順、あるいは時間経過など、平然と嘘をつかれ
てしまうこともありました。また、栃木出身の
方がおられましたら、あらかじめお詫びしてお
きますが、宇都宮以北の地域で聞き込み捜査に
あたりますと、「あんたは県南だろう、気取っ
た言葉使ってるから」と素っ気なくされたこと
もありました。また逆に、栃木の方たちも、私
の言葉遣いに違和感があったようで、何度とな
く「群馬は訛っている」と言われて、ショック
を覚えたことも多々ありました。ただ２年も居
るとその土地の言葉遣いも自然と身に付くもの
で、群馬に戻ってしばらくの間はイントネー
ションの違いを指摘されたり、また出向中に言
葉を覚え始めた子どもたちは、完全に栃木言葉
になっていまい幼稚園の先生方によく笑われて
いました。二回目の辞職は、平成１５年３月、
県警本部の刑事部門で課長補佐をしている時で
した。出向先は東京小平市にある警察学校で、
巡査部長や警部補の昇任者の教養を行う警察内
部の職業学校です。ここでは警部補教養を担当
するクラスの担任教官をしておりました。この
学校は関東地方の一都６県に静岡・長野・新潟
県を加えた１都９県にある警察の昇任者の教
養を担当しております。教えている教官も１都
９県からの出向者で、群馬県警からの出向は警
部で、期間は２年、一度に入れ変わらないよう
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に一人ずつ交代で出向しております。当時の学
生の教養期間は、警部補が約２ケ月半、巡査部
長は１ケ月半、年間では警部補が４期、巡査部
長が５期ということでしたので、一つの期の担
任をしている間に、次の期の受入準備あるいは
クラス編成を行うといった状態でした。入校し
てくる学生は皆同じ警察官ですが、その県毎に
多少の違いがあります。一概には言えません
が、警視庁や神奈川県警のような大規模な組織
になりますと、ある一部分の業務だけに精通し
た専門知識のある警察官が多いと言えます。例
えば、泥棒捜査であれば盗品の処分先となる質
屋やリサイクルショップ等を廻って被害品やそ
の疑いがある物を専門的に探す捜査員、指名手
配犯あるいは逮捕状のある所在不明の犯人を逮
捕するために手配となっている顔写真の特徴を
頭に叩き込んで立ち回りの可能性のある町中・
駅あるいはパチンコ店等を周って犯人を見つけ
出す専門の捜査員等がそうでした。逆に中・小
規模県の警察官は、交通・刑事部門といった、
その部門の中の業務の全てではないにしろ概ね
の経験があるため幅広い知識や経験を持ってい
る警察官が多いと感じました。辞職の最後の三
回目ですが、先程ご紹介いただきましたとおり
平成２６年３月、警察本部の警備部門に勤務し
ている時で、出向先は警察庁刑事局捜査第一
課、役職は課長補佐で、捜査一課の中でも特殊
事件捜査室という専門的な係で勤務しておりま
した。特殊事件捜査室について説明いたします
と、ここは、誘拐・人質立てこもり事件、爆発
予告事件等の主に故意の犯罪を担当する第一係
と、飛行機やヘリ等航空機の墜落、列車の衝突
や脱線、工場の爆発や建築物の工作物等の倒
壊、更には医療過誤等いわゆる過失によって死
傷者が生じたような事件・事故、放火等の火災
犯を担当する第二係、そしてオーム真理教の地
下鉄サリン事件のような有毒物質あるいは毒物
を使用した犯罪を担当する第三係の三つの分野
にわかれています。私は、出向中第二第三係の
担当で係員は私を含めてわずか３人、その反
面、捜査一課の中でも最も忙しい係でありまし
た。警察庁の業務は、直接の捜査活動には携わ

りませんが、私が担当した係の主な業務は、全
国で発生する事件・事故の取りまとめと事件捜
査の指導あるいは教養、複数県に跨る事件の場
合には、関係する都道府県警察官の捜査の調
整、あるいは捜査関係資料の作成や捜査員を集
めた全国会議の開催、発生した事件・事故にか
かわる関係機関との連絡や調整、国会の対応等
がありました。この中で、関係機関との連絡・
調整について付け加えますと、何れも法律に根
拠がありまして、警察庁と他官庁等で交わして
いる事前の取り決めに基づく行為となります。
例えば、航空機の墜落や列車の脱線事故等が発
生しますと、夜間休日を問わず発生した地域を
管轄する警察署から直接連絡が入ってきます。
こうした事件が発生しますと専門的な見地から
事故原因の調査を行う国土交通省の運輸安全委
員会に連絡することになります。先日、防災ヘ
リが県内に墜落しましたけれども、恐らくテレ
ビでも「今、事故調査官が現場に入った」と
いった内容が流れていたのでご存知だと思いま
す。逆に運輸安全委員会から直接第一報が入る
こともありました。こうした事故は、全て事故
調査官が現地入りしますので、発生地を管轄す
る警察と事故調査官が、現場で円滑な捜査ある
いは調査が出来るよう橋渡しをしたり、捜査あ
るいは調査に齟齬や支障が生じた場合には、そ
の調整にあたっていました。ちなみにそれ以外
の事案で、関係機関と調整が必要な他官庁とし
ては、例えば、エレベーター・エスカレーター
の事故、建築物の崩落や火災等では国土交通省
内の別の部署、電化製品に起因する火災等で
は、消費者庁・経済産業省、大規模な爆発等に
なりますと消防庁、船舶等の水難事故や海上で
の事件・事故は海上保安庁、その他にも防衛
省・厚生労働省等、非常に多くの機関とつなが
りを持っておりました。また、こうした大規模
な事件・事故は、マスコミでも大きく取り上げ
られますので、発生した際には、休日でも警察
庁へ登庁し発生県との連絡・捜査指揮等のほ
か、上司が翌日朝一に警察庁長官や事件によっ
ては首相官邸まで報告できるよう資料作りに追
われることも多々ありました。特に、毎週火曜
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金曜には、閣議後の定例記者会見が行われてい
ますので、会見の前日の深夜、当日未明の時間
帯に発生した場合には、例えば総理・官房長
官・大臣が質問を受けた場合に備えて、想定問
答を準備しておくなど、正直非常に慌ただしい
毎日でありました。この他特異な事故・事件に
ついては、警察の捜査状況あるいはその後の対
応等が国会でも問われることになります。会期
中は、議員からの質問に備えた待機がありまし
て、指名の無い会議では、担当係の職員で対応
しておりました。その対応についても、誤った
回答は絶対にできませんので、事前に回答案文
を作って上司の確認・調整を受けなければなら
ず、国会で質問が行われるとなりますと、直ち
に答弁案の作成ということで朝まで帰れないと
いったことが度々ありました。こうした２年間
ですが、辛いことばかりではありませんでし
た。私と同じように全国から出向してきた仲間
たちと旅行に行ったり、仕事帰りには色々な愚
痴を吐き出すために飲みに行ったり、ストレス
発散の場を作っておりました。また、事件捜査
の検討や会議・教養等で多くの県警察に出張す
る機会が多く、その土地での美味しい酒あるい
は食べ物を満喫しましたし、全国に非常に多く
の知り合いもできました。特に、県警察では味
わうことのできない業務を経験したということ
で本当に大きな収穫がありました。ただ、三度
の辞職によって、その期間中は群馬県内の情報
からほぼ遠ざかってしまいますので、戻った時
には以前当たり前のようにやっていたことが全
く変わっていたり、新しい制度や規定等に慣れ
るまでに一苦労しました。
　続いて、二点目の『ある幹部から教えを受け
た酒席三則』についてお話します。警察では警
部に昇任しますと、都内にある警察大学校で教
養を受けることになります。私が教養を受けた
のが平成１２年のことで、当時の学校はＪＲ中
央線の中野駅の直ぐ近くにありまして、全国か
ら集まった警部が寮に入り３ヶ月にわたって
毎日事例を基にしたゼミあるいは講義を入れ
ておりました。ちなみに中野駅前には大変多く
の飲食店が集まっていますが、飲み屋街はいつ

も夜になると警察大学校の学生であふれていて
私もよく利用していました。警察庁出向中に久
しぶりに行ってみましたところ、平成１３年に
この大学校が府中市に移りまして、こぞって利
用していた学生たちがいなくなったためか、閉
店しているお店もかなり目立ちました。お店の
中には、学校が府中に移転するのと同時に、中
野から府中の学校近くに移ったというお店もあ
りましたので、どれほど学生たちが売上に貢献
していたのか想像ができると思います。話を元
に戻しますと、酒席三則とは、警察大学校で教
えを受けたある警察局長の話でございます。こ
こで言う酒席とは、コンパのような仲間内の飲
み会ではなく、ある程度フォーマルなやや堅苦
しい席を指すものでありました。「警部一年生
の君たちは、あまり経験がないだろうから、先
ずそのような席でのマナーを教えてやろう」と
いった趣旨のお話だったと記憶しております。
当時、面白かったのでノートに走り書きしてい
たのですが、いつの間にか処分してしまいまし
て、こんな話だったという想像の部分がありま
すことをご承知おき下さい。酒席三則の第一則
目は「主（あるじ）酔うべし」でありました。
客を接待した側は、つまり主が酔わないと相手
も襟を開いてくれないし、更には、主には酒に
酔うだけでなくその場を盛り上げる責任もある
というものでございました。主は主なりの役割
を認識しろといったところで、注意しなければ
ならないのは、普段親しく付き合っている人で
あっても、フォーマルな形で招いた場合には、
いつも通りに振舞うと不興を買うことがあるの
で注意しなさいという教えでありました。第二
則は、「酔うて頼まず」です。酒席といえど
も、勿論仕事と無関係であるわけではないが、
自ずと仕事とは一線を画していかなければなら
ない、そうでないと本来楽しむべき席を何のた
めに設定したのかわからなくなるし、相手方も
決していい気持ちはしない。但し、話の流れで
相手にお願いするような場面もあろうから、常
にケジメを意識しておくようにといった内容で
した。更に、この二則には続きがありました。
酒席で依頼しても逆に依頼を受けたとしても、
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忘れてしまうこともあるので、うっかり信用す
ると危険な面もあるというものでありました。
まさに直ぐ調子にのって飲み過ぎてしまい挙句
その時の話を忘れてしまうといった自分のこ
とだと思って大きく頷いた記憶がございます。
第三則は「前夜を語らず」でありました。これ
は、後日、酒席を共にした人と会った時に、
「やあ先日はご機嫌でしたね」といったことは
言わない方がよいとの趣旨で、「先日はありが
とうございました。とても楽しかったです」程
度で止めておくべきだというものでありまし
た。つまり、誰でも酒席では多少の羽目は外す
けれども、後日それを指摘されるのは気分がい
いものではないので、その点をわきまえなさい
という教えでありました。それ以外の話は全く
覚えていないのにこの酒席三則の話だけは何故
か今でも記憶にあります。ちなみに、松本委員
長から、本日の卓話のお話を頂いたのも酒席の
時でしたが、流石委員長です。第二則を実践さ
れておりまして、私がアルコールを口にする
前、しかも日時まで入ったメモまで渡してくれ
ました。酒席の翌朝、ポケットに入っていたメ
モを見まして思い出すことが出来たということ
でございます。大変ありがとうございました。
　最後に、太田市内の治安情勢について、８月
末の統計数値を基にお話しさせていただきま
す。初めに、治安のバロメーターと言われて
いる刑法犯の認知件数でございます。群馬県
警の総数が８，３００件、前年同期と比較しま
して▲３３７件、率にして▲３．９％という減
少傾向で推移しております。太田警察署管内に
おきましては、刑法犯の認知件数は１，２８３
件、前年同期と比較しまして▲１４件、率にし
て▲１．１％で、年当初からずっと増加傾向が
続いていたのですが、ようやく減少傾向に転じ
ることができました。管内の犯罪の中で、最も
多いのは窃盗犯でありまして、中でも事業所の
倉庫あるいは事務所等を対象とした侵入窃盗
犯、更にはスポーツタイプの車両を狙った自動
車盗犯の事件が増えております。これらの犯罪
の中には、既に犯人を検挙した事件もあるので
すが、連続性のある事件につきましては早い段

階で犯人を捕まえて、その後の発生を食い止め
ることが重要ですので、重点的な捜査をしてい
るところであります。続いて、交通事故の状況
でございます。群馬県内の交通事故の総数は約
３５，２００件、人身事故の数が約８，５００
件で、前年同期の８月末と比較しますと、総数
では減少傾向にある反面、人身事故については
増加傾向にあります。太田警察署管内について
申し上げますと、総数で４，５００件、人身事
故が１，０４０件で、残念ながらいずれも増加
傾向にあります。交通事故死者数につきまして
は、群馬県内では８月末の段階で、３３人の方
が尊い命を落とされております。前年同期と比
較して▲９人と減少しておりまして、特にこの
太田市内におきましては、交通関係の団体をは
じめ皆様方のお力添えもありまして、死亡事故
の発生はございません。過去、この時期まで死
亡事故が発生していないというのはありません
でした。引き続き警察といたしましても色々な
ところで、交通安全を呼び掛けていきたいと
思っております。
　以上でございますが、大変拙い話で恐縮して
おります。管内の安全・安心の実現に向けまし
て署員一同真摯に取り組んでおりますので、ど
うぞ引き続きのお力添えを頂きますようよろし
くお願いいたします。ご清聴誠にありがとうご
ざいました。

▪点鐘 &「我等の生業」斉唱

s本日のメニュー（ロイヤルチェスター太田）
　・雁擬き
　・木ノ子の和え物
　・ミートボール
　・鰈のサルサ風味
　・キャラメルアイスクリーム
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